
2026 年 4 月１日 

【別紙】電気需給約款（取次）高圧 新旧対照表 

小売電気事業者：九州電力株式会社 

（色付き部分が変更箇所） 

※主な変更点を記載しております 

旧 新 

Ⅰ 総     則 Ⅰ 総     則 

2 電気需給約款の変更等 2 電気需給約款の変更等 

(1) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款その他の供給条件（以下｢託送供給等約

款等｣といいます。）が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、本小売

電気事業者の定める取次ぎ供給条件若しくは取次ぎ契約条件（以下「本小売電気事業者の

取次ぎ供給条件等」といいます。）が改定された場合、その他当社が必要と判断した場合に

は、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ効力発生時期

を定めて変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用そ

の他の当社が適切と考える方法（以下「当社が適切と考える方法」といいます。）により周知

することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であ

っても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。 

(1) 一般送配電事業者または電気事業法第 2条第 1項第 11号の 3に定める配電事業

者（以下総称して「一般送配電事業者等」といいます。）が定める託送供給等約款その他の

供給条件（以下｢託送供給等約款等｣といいます。）が改定された場合、法令、条例または規

則等が改正された場合、市場環境を含む電力調達環境の変動または経済情勢の変更が生

じた場合、本小売電気事業者の定める取次ぎ供給条件もしくは取次ぎ契約条件（以下「本小

売電気事業者の取次ぎ供給条件等」といいます。）が改定された場合、その他当社が必要と

判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじ

め効力発生時期を定めて変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インター

ネットの利用その他の当社が適切と考える方法（以下「当社が適切と考える方法」といいま

す。）により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、

需給契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。 

3 定義 3 定義 

(3) 一般送配電事業者 (3) 一般送配電事業者等 

お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第 2条第 1 項第 9号に定める一般送配

電事業者をいいます。 

お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第 2条第 1項第 9号に定める一般送配

電事業者等をいいます。 

(4) 託送供給等約款 (4) 託送供給等約款 



接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項

に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。 

接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者等の約款で、電気事業法第 18 条第 1

項または同法第 27条の 12の 11 に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいま

す。 

(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再生可能エ

ネルギー特別措置法」といいます。）第 36条第 1項に定める賦課金をいい、別紙 2に定め

るところによります。 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再生

可能エネルギー特別措置法」といいます。）第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 2

に定めるところによります。 

(26) 燃料費等調整額 (26) 燃料費等調整額 

燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度および離島に対する電気の供給を本土

なみの料金水準で行うための制度として、火力燃料費にかかる変動を電気料金に反映させ

るための制度に基づいて別紙１（燃料費等調整額）に記載の方法により算出された額をいい

ます。 

燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度および離島に対する電気の供給を本土

なみの料金水準で行うための制度として、火力燃料費にかかる変動を電気料金に反映させ

るための制度に基づいて別表１（燃料費等調整）に記載の方法により算出された額をいいま

す。 

Ⅱ 契約の締結 Ⅱ 契約の締結 

6 需給契約の申込み・成立 6 需給契約の申込み・成立 

(4) 需給契約は、当社が、お客さまからの本条第1項の申込みを承諾したときに、需給契約

書および本約款の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立します。 

(4) 需給契約は、当社が、お客さまからの本条第1項の申込みを承諾したときに、需給契約

書および本約款の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立します。なお、特段の定めがな

い限り、当該成立日（以下「契約年月日」といいます。）は供給開始日とします。 

9 供給の開始 9 供給の開始 

(1) 当社は、6（需給契約の申込み・成立）に定める承諾をしようとするときは、お客さま、一

般送配電事業者および本小売電気事業者と協議のうえ需給開始日を定め、本小売電気事

業者は、需給開始日から、需給契約に基づく電気の供給を開始します。当社は、天候、用地

交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由により、あらかじめ定めた供給開始

日に本小売電気事業者から電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためて

お客さま、本小売電気事業者および一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて

本小売電気事業者から電気を供給いたします。 

(1) 当社は、6（需給契約の申込み・成立）に定める承諾をしようとするときは、お客さま、一

般送配電事業者等および本小売電気事業者と協議のうえ供給開始日を定め、本小売電気

事業者は、供給開始日から、需給契約に基づく電気の供給を開始します。当社は、天候、用

地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由により、あらかじめ定めた供給開

始日に本小売電気事業者から電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらため

てお客さま、本小売電気事業者および一般送配電事業者等と協議のうえ、供給開始日を定

めて本小売電気事業者から電気を供給いたします。 



(2) 当社は、6(需給契約の申込み・成立)(6)に基づきお客さまが無契約状態の始期より当

社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態の始期の日を需給開始日と

することとします。 
 

(2) 当社は、6(需給契約の申込み・成立)(6)に基づきお客さまが無契約状態の始期より当

社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態の始期の日を供給開始日と

することとします。 

Ⅲ 契約種別および料金 Ⅲ 契約種別および料金 

12 電気料金 12 電気料金 

(1) 契約種別を問わず、料金は、本条(1)イに定める基本料金、ロに定める電力量料金およ

び別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、予備電力の場合を除き、本条

(1)ハによって力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別紙 1

（燃料費等調整額）によって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたし

ます。 

(1) 契約種別を問わず、料金は、本条(1)イに定める基本料金、ロに定める電力量料金およ

び別表 2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金の合計といたします。本条(1)イに定める基本料金、ロに定める電力量

料金には供給区域ごとの一般送配電事業者等が託送供給等約款に定める託送料金を含

みます。ただし、基本料金は、予備電力の場合を除き、本条(1)ハによって力率割引または

割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 1（燃料費等調整額）によって算

定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。 

Ⅳ 料金の算定および支払い Ⅳ 料金の算定および支払い 

14 使用電力量の計量および検針 14 使用電力量の計量および検針 

(3) 第1項の電力量計の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところによ

り、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。ただし、次条（料

金の算定および算定期間）（2）に基づき当社がお客さまに計量日を通知した場合、検針は行

われません。 

(3) 第 1 項の電力量計の計量日は、一般送配電事業者等が、以下の各号に定めるところ

により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。ただし、

次条（料金の算定および算定期間）（2）に基づき当社がお客さまに計量日を通知した場合、

検針は行われません。 

ハ 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、あらかじめ定めた検針日

までの期間が短い場合、本条(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。

この場合、供給開始日の直後の、あらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされる場合

があります。 

ハ 一般送配電事業者等は、お客さまへの電気の供給開始日から、あらかじめ定めた計量

日までの期間が短い場合、本条(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがありま

す。この場合、供給開始日の直後の、あらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされる

場合があります。 

ニ 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場

合、第イ号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を

ニ 一般送配電事業者等は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある

場合、(3)イにかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針



行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみ

なされます。 

 
 

を行わない月については、一般送配電事業者等があらかじめ定めた日に検針を行なったも

のとみなされます。 

15 料金の算定および算定期間 15 料金の算定および算定期間 
 

(2) 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量が計量計に記録される日（以

下「計量日」といいます。）をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量

日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）とします。ただし、お客さまへの電気の

供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需

給契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間としま

す。 

(2) 料金は、需給契約書に定める契約種別毎の料金を適用して算定いたします。 (3) 料金は、需給契約書に定める契約種別毎の料金を適用して算定いたします。 

17 料金の支払義務および支払期日 17 料金の支払義務および支払期日 

(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日（以下「休

日」といいます。）に該当する場合において、当社は支払期日を前日以前の日曜日または休

日ではない日といたします。 

(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日（以下「休

日」といいます。）に該当する場合において、当社は支払期日を前日以前の日曜日または休

日ではない日といたします。また、次条（料金その他の費用の支払方法）(1)イの方法により

料金を支払われる場合は、料金収納代行会社の指定する日とします。 

(5) 当社は、契約期間中、需給契約に基づくお客さまの料金、当該料金以外の工事費負担

金その他の費用（以下単に「工事費負担金その他の費用」といいます。）にかかる債権を、需

給契約書記載の譲受人（以下「譲受人」といいます。）に対して包括的に譲渡することができ

るものとします。この場合、お客さまは当該料金債権および工事費負担金その他の費用にか

かる債権（以下あわせて「譲渡対象債権」といいます。）の譲渡について、あらかじめ異議を

留めず承諾するものとします。 

(5) 当社は、需給契約期間中、需給契約に基づくお客さまの料金、当該料金以外の工事費

負担金その他の費用（以下単に「工事費負担金その他の費用」といいます。）にかかる債権

を、需給契約書記載の譲受人（以下「譲受人」といいます。）に対して包括的に譲渡すること

ができるものとします。この場合、お客さまは当該料金債権および工事費負担金その他の費

用にかかる債権（以下あわせて「譲渡対象債権」といいます。）の譲渡について、あらかじめ

異議を留めず承諾するものとします。かかる譲渡後の譲渡対象債権の取り扱いの詳細は、

本約款に定めのある事項のほか、譲受人の契約約款等に定めるところによります。 

18 料金その他の費用の支払方法 18 料金その他の費用の支払方法 



(7) 当社は、（1）および（5）にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別

措置法に基づく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）が指定した金融機関等を

通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法により支払っていただくこ

とがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に

対する支払いがなされたものとします。 

(7) 当社は、（1）、（4）および（5）にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する

特別措置法に基づく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）が指定した金融機関

等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法により支払っていた

だくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに

当社に対する支払いがなされたものとします。 

Ⅴ 使用および供給 Ⅴ 使用および供給 

24 お客さまの協力 24 お客さまの協力 

(5) お客さまの電気工作物の使用 (5) お客さまの電気工作物の使用 

ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯

設備 

ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯

設備 
 

 (ハ) その他（イ）または（ロ）に準ずる設備 

Ⅵ 契約の期間、変更および終了 Ⅵ 契約の期間、変更および終了 

32 契約期間 32 契約期間 

イ 契約期間は、需給開始日から 1 年目の日までとします。ただし、お客さまと当社が別途

合意する場合は、別途合意する期間とします。 

イ 契約期間は、供給開始日から 1 年目の日までとします。ただし、お客さまと当社が別途

合意する場合は、別途合意する期間とします。 

34 需給契約の終了 34 需給契約の終了 

(1) お客さまが本約款に基づく電気の使用を終了しようとされる場合は、終了希望日の 3 ヶ

月前までに、当社に通知していただきます。ただし、契約電力が 500kW 未満のお客さまが

当社に通知をせず、他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力

広域的運営推進機関から本小売電気事業者に終了期日の通知がなされた場合、当該通知

をもってお客さまの終了通知として取扱います。当社は、原則として、お客さまから通知され

た終了希望日（ただし、終了希望日が当社に通知した日から 3 ヶ月内である場合にあって

は、当社への終了通知の日から 3 ヶ月目の日とします。）または、契約電力が 500kW 未

満のお客さまにあっては、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた

終了期日に、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、需給を終

(1) お客さまが本約款に基づく電気の使用を終了しようとされる場合は、終了希望日の 3 ヶ

月前までに、当社に通知していただきます。ただし、契約電力が 500 キロワット未満のお客

さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行なったことによっ

て、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に終了期日の通知がなされた場合、

当該通知をもってお客さまの終了通知として取り扱います。当社は、原則として、お客さまか

ら通知された終了希望日（ただし、終了希望日が当社に通知した日から 3 ヶ月内である場合

にあっては、当社への終了通知の日から 3 ヶ月目の日とします。）または、契約電力が 500

キロワット未満のお客さまにあっては、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に

通知がされた終了期日に、一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備に



了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協

力をしていただきます。 

おいて、需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じ

てお客さまに協力をしていただきます。 

(2) 需給契約は、36（解除等）の場合および当社、本小売電気事業者または一般送配電事

業者の責めとならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合を除き、お客

さまが当社に通知された終了希望日（ただし、終了希望日が当社に通知した日から 3 ヶ月内

である場合にあっては、当社への終了通知の日から 3 ヶ月目の日とします。）または、契約

電力が 500kW 未満のお客さまにあっては、電力広域的運営推進機関から本小売電気事

業者に通知がされた終了期日に終了いたします。 

(2) 需給契約は、36（解除等）の場合および当社、本小売電気事業者または一般送配電事

業者等の責めとならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合を除き、お

客さまが当社に通知された終了希望日（ただし、終了希望日が当社に通知した日から 3 ヶ月

内である場合にあっては、当社への終了通知の日から 3 ヶ月目の日とします。）または、契

約電力が 500 キロワット未満のお客さまにあっては、電力広域的運営推進機関から本小売

電気事業者に通知がされた終了期日に終了いたします。 

35 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 35 需給開始後の需給契約の終了または変更に伴う料金および工事費の清算 

イ 契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場

合 

イ 契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場

合 

（イ）当社は、お客さまが契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を

終了しようとされる場合、託送供給等約款等に基づき本小売電気事業者に発生する終了に

伴う実費相当額に 20％を割り増したものを精算金として申し受けます。なお、精算金は、16

（日割計算）に準じて日割計算をいたします。 

（イ）当社は、お客さまが契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を

終了しようとされる場合、託送供給等約款等に基づき本小売電気事業者に発生する終了に

伴う実費相当額に 20％を割り増したものを清算金として申し受けます。なお、清算金は、16

（日割計算）に準じて日割計算をいたします。 

（ロ）当社は、お客さまが契約電力を新たに設定されたことに伴い一般送配電事業者により

新たに施設された供給設備について、43（供給設備の工事費負担金）(2)に定める臨時工

事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただ

し、お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間

が 1 年以上になる場合には、その供給設備のうち 1年以上利用される契約電力に見合う部

分については、工事費を精算いたしません。 

（ロ）当社は、お客さまが契約電力を新たに設定されたことに伴い一般送配電事業者等によ

り新たに施設された供給設備について、43（供給設備の工事費負担金）(2)に定める臨時工

事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただ

し、お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間

が 1年以上になる場合には、その供給設備のうち 1年以上利用される契約電力に見合う部

分については、工事費を清算いたしません。 

ロ 契約電力を増加された日以降１年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合 ロ 契約電力を増加された日以降１年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合 

（イ）当社は、お客さまが契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了し

ようとされる場合、託送供給等約款等に基づき本小売電気事業者に発生する終了に伴う実

費相当額に 20％を割り増したものを精算金として申し受けます。ただし、契約電力を増加さ

れた後、1年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合であっても、契約期間満了によ

（イ）当社は、お客さまが契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了し

ようとされる場合、託送供給等約款等に基づき本小売電気事業者に発生する終了に伴う実

費相当額に 20％を割り増したものを清算金として申し受けます。ただし、契約電力を増加さ

れた後、1年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合であっても、契約期間満了によ



る終了の場合には精算金を申し受けません。なお、精算金は、16（日割計算）に準じて日割

計算をいたします。 

る終了の場合には清算金を申し受けません。なお、清算金は、16（日割計算）に準じて日割

計算をいたします。 

（ロ）当社は、お客さまが契約電力を増加されたことに伴い一般送配電事業者により新たに

施設した供給設備について、43（供給設備の工事費負担金）(2)に定める臨時工事費として

算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし、お客さま

がその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が１年以上

になる場合には、その供給設備のうち１年以上利用される契約電力に見合う部分について

は、工事費を精算いたしません。 

（ロ）当社は、お客さまが契約電力を増加されたことに伴い一般送配電事業者等により新た

に施設した供給設備について、43（供給設備の工事費負担金）(2)に定める臨時工事費とし

て算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし、お客さ

まがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が１年以

上になる場合には、その供給設備のうち１年以上利用される契約電力に見合う部分につい

ては、工事費を清算いたしません。 

36 解除等 36 解除等 

(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契

約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の

債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。な

お、この場合には、解除の 15日前までに予告いたします。 

(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契

約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の

債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。な

お、この場合には、解除の 15日前までに予告いたします。 

ロ お客さまが他の需給契約（既に終了しているものを含みます。）の料金を支払期日をさら

に 15日経過してなお支払わない場合 

ロ お客さまが他の需給契約（既に終了しているものを含みます。）の料金の全額を支払期

日をさらに 15日経過してなお支払わない場合 

ハ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息、保証金、契約

超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払わな

い場合 

ハ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利息、保証金、契約

超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。）の全額を

支払わない場合 

ホ 譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合において、お客さまが譲受人に対して譲渡対

象債権を譲受人が定める支払期日に支払わず、さらに 15 日間経過してなお支払わない場

合 

ホ 譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合において、お客さまが譲受人に対して譲渡対

象債権を譲受人が定める支払期日に支払わず、さらに 15 日間経過してなお料金の全額を

支払わない場合 

ヘ 49（その他）(1)に定めるお客さまとの協議が全く整わなかった場合 ヘ 49（その他）(1)に定めるお客さまとの協議が整わなかった場合 

(4) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて何らの

催告を要せず需給契約を解除することができるものといたします。当該解除によって、お客さ

まは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額

(4) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて何らの

催告を要せず需給契約を解除することができるものといたします。当該解除によって、お客さ

まは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額



を一括弁済していただきます。なお、この場合、当社は解除日の 15 日前までにお客さまに

通知いたします。 

を一括弁済していただきます。なお、この場合、当社は解除日の 15 日前までにお客さまに

通知いたします。 

ハ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立て

があったとき、または清算もしくは私的整理に入ったとき 

ハ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立て

があったもしくはしようとしたとき、または清算もしくは私的整理に入ったもしくはしようとした

とき 

38 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更等 38 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更等 

当社と本小売電気事業者との取次ぎ業務委託契約が解除その他の理由により終了した場

合、何らの行為を要することなく、直ちに、当社から電気の供給を受けることに変更となりま

す。この場合、当社は、2（電気需給約款の変更等）の手続きに従うものとします。ただし、当

社と本小売電気事業者との協議に基づき、当社が指定する小売電気事業者から電気の供

給を受けることに変更となる場合、または本小売電気事業者もしくは当社が指定する小売電

気事業者が需給契約の主体となり、この需給契約の主体から電気の供給を受けることに変

更となる場合があります。この場合、当社は、あらかじめその旨とその他必要な事項を当社

が指定する小売電気事業者または本小売電気事業者に代わり、お客さまに当社が適切と考

える方法により通知するものとし、この変更が生じた後、当社が指定する小売電気事業者ま

たは本小売電気事業者は、遅滞なくその旨とその他必要な事項をお客さまに書面により通

知するものとします。 

当社と本小売電気事業者との取次ぎ業務委託契約が解除その他の理由により終了した場

合、何らの行為を要することなく、直ちに、当社から電気の供給を受けることに変更となりま

す。この場合、当社は、2（電気需給約款の変更等）の手続きに従うものとします。ただし、当

社と本小売電気事業者との協議に基づき、当社が指定する小売電気事業者から電気の供

給を受けることに変更となる場合、または本小売電気事業者もしくは当社が指定する小売電

気事業者が需給契約の主体となり、この需給契約の主体から電気の供給を受けることに変

更となる場合があります。この場合、当社は、あらかじめその旨とその他必要な事項を当社

が指定する小売電気事業者または本小売電気事業者に代わり、お客さまに当社が適切と考

える方法により通知するものとし、この変更が生じた後、当社が指定する小売電気事業者ま

たは本小売電気事業者は、遅滞なくその旨とその他必要な事項をお客さまに当社が適切と

考える方法により通知するものとします。 

Ⅷ 工事費の負担 Ⅷ 工事費の負担 

44 工事費負担金の申受けおよび精算 44 工事費負担金の申受けおよび清算 

(2) 当社は、設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著

しい差異が生じた場合は、工事完成後すみやかに精算するものといたします。ただし、一般

送配電事業者の託送供給等約款等に基づき、精算が発生しない場合は精算いたしません。 

(2) 当社は、設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著

しい差異が生じた場合は、工事完成後すみやかに清算するものといたします。ただし、一般

送配電事業者等の託送供給等約款等に基づき、清算が発生しない場合は清算いたしませ

ん。 

Ⅸ その他 Ⅸ その他 

49 その他 49 その他 



(1) 制度および市場環境の変化について (1) 制度および市場環境の変化について 

一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の取次ぎ供給条

件等の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその

改定について協議の上、料金の改定ができるものとします。 

一般送配電事業者等の託送供給等約款等が改定された場合（託送供給等約款に定める

接続送電サービス料金等の料金が変更された場合を含むがこれに限られない。）、法令・

条例・規則などが改正された場合、市場環境を含む電力調達環境の変動または経済情勢

の変更が生じた場合、その他当社が料金の改定が必要と認めた場合は、当社は、料金の

改定ができるものとします。この場合、当社は、あらかじめ変更後の料金およびその効力発

生時期を当社が適切と考える方法により周知することとします。ただし、13（適用される基

本料金および電力量料金）(1)に定める合意単価プランをご契約のお客さまについては、

一般送配電事業者等の託送供給等約款が変更され、当該約款に定める接続送電サービス

料金等の料金が変更された場合には、当社は、それに応じて、基本料金及び電力量料金を

変更することができるものとし、その他の上記の事由が生じた場合には、お客さまと上記の

改定について協議のうえ、料金の改定ができるものとします。 

(3) 信用情報の提供について (3) 信用情報の提供について 

お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定

める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情

報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。 

お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定

める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情

報を他の小売電気事業者等へ当社または本小売電気事業者が通知することがあります。 
 

(4) 電力使用に伴う注意喚起 
 

お客さまは、当社の供給期間中のいずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配

電事業者等の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。 

別紙 1 （燃料費等調整額） 別表 1 （燃料費等調整額） 

 当社は、各平均燃料価格算定期間、各平均市場価格算定期間および各離島平均燃料価格

算定期間における燃料費等調整単価は、請求書にて通知いたします。 

また、当社は、当社が燃料費等調整の算定方法が不適当になったと認める場合又は電源

構成や調達条件の変更に伴い、適宜、燃料費等調整について見直しを行うことがあります。 

別表 1に定める基準単価は消費税等相当額を含みます。 



1. 燃料費等調整額の算定 1. 燃料費等調整額の算定 

当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額

の値を算定した原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調整単価お

よび離島ユニバーサル調整単価を算定いたします。燃料費等調整額は、当該需要場所の１

月の使用電力量に燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を適用し算定いたし

ます。 

 

(1)平均燃料価格 (1)平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 

なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入しま

す。 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 

なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入

します。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α、β、γ＝別表に定める係数 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その

端数は、小数点以下第 1位で四捨五入します。 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当た

りの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その

端数は、小数点以下第 1位で四捨五入します。 

 α、βおよび γの値は以下のとおりとします。 

α ＝ 0.0028 β ＝ 0.1819 γ ＝ 1.0863 
 

 (2) 平均市場価格 

 １キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格に基づき、以下の算式によって

算定された値とします。ただし、これによりがたい場合は、調整の基準となる市場価格等にも

とづき、当社が決定した値といたします。 



なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入しま

す。 

 平均市場価格＝Ｄ×δ1＋Ｅ×δ2 

 Ｄ＝各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格 

Ｅ＝各平均市場価格算定期間における毎日午前 6時から午後 6時までの時間におけるス

ポット市場価格の単純平均価格 

 なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格および各平均

市場価格算定期間における毎日午前 6 時から午後 6 時までの時間におけるスポット市場

価格の単純平均価格の各単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入し

ます。 

 δ1および δ2の値は以下のとおりとします。 

δ1 ＝ 0.4627 δ2 ＝ 0.5373 
 

(2) 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価 (3) 離島平均燃料価格（離島ユニバーサルサービス調整） 

燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、以

下の算式によって算定された値とします。 

なお、燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価の単位は、1 銭とし、その端数

は、小数点以下第 1位で四捨五入します。 

なお、燃料価格Ｘは別表に定めるものとします。 

原油換算値 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および

価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 

なお、離島平均燃料価格の単位は、100円とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨

五入します。 

(a)  1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格Ｘ円を下回る場合  

燃料費調整および離島ユニバーサル調整単価単価＝（Ｘ－平均燃料価格）× 2.の基準単

価／1,000 

 

(b) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準単価Ｘ円を上回る場合 

燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価＝（平均燃料価格－Ｘ）× 2.の基準単

価／1,000 

 

 離島平均燃料価格＝Ａ×α 



 Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位

は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また 1 キロリットル当た

りの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合、離島平均燃料価格は、119,000

円といたします。 

 αの値は以下のとおりとします。 

α ＝ 1.0000 
 

 (4) 燃料費等調整単価の算定 

 燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、市場調整単価、及び離島ユニバーサルサービス

調整単価によって算定いたします。 

なお、各単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入します。 

 燃料費等調整単価 ＝ 燃料費調整単価 ＋ 市場調整単価 ＋ 離島ユニバーサルサービ

ス調整単価 

 燃料費調整単価＝（平均燃料価格－基準燃料価格）×基準燃料単価÷1,000 

 市場調整単価  ＝ （平均市場価格－基準市場価格）×基準市場単価 

 離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ （離島平均燃料価格－離島基準価格）×離島基準単価÷1,000 

 基準燃料価格、基準市場価格および離島基準価格は以下のとおりとします。 

基準燃料価格：46,100 円 

基準市場価格：8円 22 銭 

離島基準価格：79,300 円 
 

 基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとしま

す。 

1 キロワット時につき ： 9銭 8厘 
 



 基準市場単価は、平均市場価格が 1円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。 

1 キロワット時につき ： 28銭 4厘 
 

 離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、以下のとおりとし

ます。 

1 キロワット時につき ： 3厘 
 

(3) 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価の適用 (5) 燃料費等調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価および離島

ユニバーサル調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する適用期間に使用される

電気に対し以下のとおり適用します。 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格、各平均市場価格算定期間の平均市場価格お

よび各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された燃料費等調整

単価は、その平均燃料価格算定期間、平均市場価格算定期間および離島平均燃料価格算

定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。 

なお、各平均燃料価格算定期間、各平均市場価格算定期間および各離島平均燃料価格算

定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。 

平均燃料価格算定期間 

 

適用期間 

 

毎年 1月 1日から 

3 月末日までの期間 
その年の請求対象月「6月」の期間 

毎年 2月 1日から 

4 月末日までの期間 
その年の請求対象月「7月」の期間 

毎年 3月 1日から 

5 月末日までの期間 
その年の請求対象月「8月」の期間 

毎年 4月 1日から 

6 月末日までの期間 
その年の請求対象月「9月」の期間 

毎年 5月 1日から 

7 月末日までの期間 
その年の請求対象月「10 月」の期間 

毎年 6月 1日から 

8 月末日までの期間 
その年の請求対象月「11 月」の期間 

平均燃料価格算定期間 

離島平均燃料価格算定期間 
平均市場価格算定期間 燃料費等調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 

3 月末日までの期間 

毎年 3月 21日から 

4月 20日までの期間 

その年の請求対象月「6月」

の期間 

毎年 2月 1日から 

4 月末日までの期間 

毎年 4月 21日から 

5月 20日までの期間 

その年の請求対象月「7月」

の期間 

毎年 3月 1日から 

5 月末日までの期間 

毎年 5月 21日から 

6月 20日までの期間 

その年の請求対象月「8月」

の期間 

毎年 4月 1日から 

6 月末日までの期間 

毎年 6月 21日から 

7月 20日までの期間 

その年の請求対象月「9月」

の期間 

毎年 5月 1日から 

7 月末日までの期間 

毎年 7月 21日から 

8月 20日までの期間 

その年の請求対象月「10

月」の期間 

毎年 6月 1日から 

8 月末日までの期間 

毎年 8月 21日から 

9月 20日までの期間 

その年の請求対象月「11

月」の期間 



毎年 7月 1日から 

9 月末日までの期間 
その年の請求対象月「12 月」の期間 

毎年 8月 1日から 

10 月末日までの期間 
翌年の請求対象月「1月」の期間 

毎年 9月 1日から 

11 月末日までの期間 
翌年の請求対象月「2月」の期間 

毎年 10月 1 日から 

12 月末日までの期間 

 

翌年の請求対象月「3月」の期間 

毎年 11月 1 日から 

翌年の 1月末日までの期間 
翌年の請求対象月「4月」の期間 

毎年 12月 1 日から 

翌年の 2月末日までの期間 
翌年の請求対象月「5月」の期間 

 

毎年 7月 1日から 

9 月末日までの期間 

毎年 9月 21日から 

10月20日までの期間 

その年の請求対象月「12

月」の期間 

毎年 8月 1日から 

10 月末日までの期間 

毎年 10月 21日から 

11月20日までの期間 

翌年の請求対象月「1 月」

の期間 

毎年 9月 1日から 

11 月末日までの期間 

毎年 11月 21日から 

12月20日までの期間 

翌年の請求対象月「2 月」

の期間 

毎年 10月 1 日から 

12 月末日までの期間 

毎年 12月 21日から 

翌年の 1月 20日まで

の期間 

翌年の請求対象月「3 月」

の期間 

毎年 11月 1 日から翌年の 

1 月末日までの期間 

翌年の 1月 21日から 

2月 20日までの期間 

翌年の請求対象月「4 月」

の期間 

毎年 12月 1 日から翌年の 

2 月末日までの期間 

翌年の 2月 21日から 

3月 20日までの期間 

翌年の請求対象月「5 月」

の期間 
 

2. 基準単価  

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとしま

す。 

 

3. 燃料費等調整額  

燃料費等調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価お

よび離島ユニバーサル調整単価を適用して、各一般送配電事業者の供給区域に応じて、以

下の算式により算定される金額とします。 

  九州電力送配電株式会社 

燃料費等調整額＝使用電力量×(燃料費調整単価＋離島ユニバーサルサービス調整単

価) 

 

4.  燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価の通知  



当社は、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン当

たりの平均液化天然ガス価格、１トン当たりの平均石炭価格および算定された燃料費調整

単価および離島ユニバーサル調整単価を通知いたします。 

 

5. 燃料費調整および離島ユニバーサル調整の見直し  

当社は、当社が燃料費調整および離島ユニバーサル調整の算定方法が不適当になったと

認める場合又は電源構成や調達条件の変更に伴い、適宜、燃料費調整および離島ユニバ

ーサル調整について見直しを行うことがあります。 

 

別表：燃料費調整単価算出係数等  

お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、次のとおりといたします。 

供給区域 
係数 燃料価格 基準単価 

α β γ Ｘ  

九州電力送配電 

株式会社 
0.0023 0.0793 1.3216 18,500 18銭 6厘 

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。 

※上記の各一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割（一般送配電事

業の全部を承継させるものに限ります。）によって一般送配電事業を承継することについて、

電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。本約款

において同様とします。 

 

別表：離島ユニバーサル調整単価算出係数等  

供給区域 
係数 燃料価格 基準単価 

α β γ Ｘ  

九州電力送配電 

株式会社 
1.0000 0.0000 0.0000 52,500 3厘 

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 

 

 

※上記供給区域は一般送配電事業者等の供給区域と同一のものとします。 



※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。 

※上記の各一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割（一般送配電事

業の全部を承継させるものに限ります。）によって一般送配電事業を承継することについて、

電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。本約款

において同様とします。 

※上記の各一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割（一般送配電事

業の全部を承継させるものに限ります。）によって一般送配電事業を承継することについて、

電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。本約款

において同様とします。 

別紙 2 （再生可能エネルギー発電促進賦課金） 別表 2 （再生可能エネルギー発電促進賦課金） 

3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4

月の計量日からその翌年の 4 月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用しま

す。 

3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 5

月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期まで

の期間に使用される電気に適用します。 

付則 付則 

 本約款は、2025 年 4月 1日より適用する。 

2016年 4月 1日 制定 

   2017年 8月 1日 改定 

   2017年 10月 1日改定 

2018年 6月 25日改定 

2019年 4月 1日 改定 

2019年 10月 1日改定 

2020年 4月 1日改定（一般送配電事業の分社化に伴い改定） 

2020年 11月 1日改定 

    2022年 4月 1日改定 

2022年 8月 1日改定 

2025年 4月 1日改定 

 

 本約款は、2026 年 4月 1日より適用する。 

2016年 4月 1日 制定 

   2017年 8月 1日 改定 

   2017年 10月 1日改定 

2018年 6月 25日改定 

2019年 4月 1日 改定 

2019年 10月 1日改定 

2020年 4月 1日改定（一般送配電事業の分社化に伴い改定） 

2020年 11月 1日改定 

    2022年 4月 1日改定 

2022年 8月 1日改定 

2025年 4月 1日改定 

2026年 4月 1日改定 

 


